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は じ め に 

 

 

「安定した仕事を持って、子どもを幸せに育てられる

まち」という考えのもと、本市では次代を担う子どもた

ちの成長を支える取り組みが重要な課題と捉え、保健、

医療、福祉、教育をはじめとする幅広い分野で、総合的

な子育て支援施策に取り組んでまいりました。 

2011（平成23）年３月11日に発生した、東日本大

震災をはじめとする自然災害を起因とした地域コミュニ

ティの変化、また少子化や核家族化の進展、就労意欲の

高まりによる保育ニーズの増大など、さまざまな要因が

絡み合い、待機児童の問題や児童虐待の増加等、子ども

や家庭を取り巻く環境は大きく様変わりし、抱えている課題は多様化しています。 

国は、2019（令和元）年10月から「幼児教育・保育の無償化」をスタートさせてい

ます。本市では、国の施策で有償とされた０から２歳の課税世帯の保育料と、利用者負

担となった副食費について、独自に追加支援したことにより、ほぼ全ての未就学児の「幼

児教育・保育の無償化」を図りました。 

こうした状況を踏まえ、社会や制度の変化に危機感を持って対応し、更なる子育て支

援の充実のため、「宮古市子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～平成31年度）」

を策定し、子育て環境の充実に取り組んでまいりました。 

今年度で計画期間の５年が終了することから、「宮古市第二期子ども・子育て支援事業

計画（令和２年度～令和６年度）」を策定いたしました。本計画では、前計画の基本理念

「子どもたちの健やかな成長のため、みんなが安心して子育て出来るまちづくり」の考

え方を継承し、将来を担う子どもたちが健やかに成長でき、地域の人々に見守られなが

ら親が安心して子どもを産み育てられ、仕事と家庭を両立しながら子育てできるまちを

目指して事業を推進してまいります。 

結びに、計画の策定にあたり、多くの貴重なご意見やご提案をいただいた、「宮古市子

ども・子育て会議」の皆さまをはじめ、市民、関係団体、市議会など関係の皆様に、深

く感謝を申し上げるとともに、今後も計画の推進に向け、ご理解とご協力をお願い申し

上げます。 

 

令和２年３月 

宮古市長 山本 正德 
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

宮古市（以降「本市」という。）では、2010（平成22）年に次世代育成支援対策推

進法に基づく宮古市次世代育成支援地域行動計画前期計画（みやこ子育てプラン21）を

改訂・策定した後期計画に基づき、男女がともに家庭や子育てに夢を持ち、次代を担う

子ども達が健やかに育つ環境づくりを目指し、関係する施策を推進してきました。さら

に、2012（平成24）年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、2015（平成27）

年４月からの新制度への移行に伴い、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況や潜在

的な利用ニーズを含めた利用希望を把握した上で、市内における教育・保育や地域子ど

も・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容とその実施時期等を盛り込ん

だ「宮古市子ども・子育て支援事業計画」（以降「第一期計画」という。）を策定し、2015

（平成27）年度から５か年計画で、「みんなが安心して子育て出来るまちづくり」に取

り組んでまいりました。 

しかし、こうした施策を推進しながらも、少子化の流れは進行し、さらに子どもの貧

困問題が表面化したことで、国は2017（平成29）年６月に「子育て安心プラン」を公

表し、幼児期の教育および保育の重要性に鑑み、子ども・子育て支援法の一部を改正し

た「子育てのための施設等利用給付」を創設し、利用者負担の無償化等の措置を講じる

ことで、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減をはじめとする総合的な少子化対策を推

進していくことになりました。 

これを受け本市では、第一期計画の施策・事業の進捗評価等を行うとともに、子ども・

子育て支援の事業量の見直しを行いました。さらに、「第二期市町村子ども・子育て支援

事業計画における『量の見込み』の算出等の考え方」に準じ、2019（平成31）年２月

に実施した利用者のアンケート結果を踏まえながら、子ども・子育て支援に係る利用ニ

ーズを含めた利用希望等を見直しました。その上で「子ども・子育て会議」等で議論を

通して、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の量の見込み等を勘案した結果、保

育の受け皿の拡大や保育の質の確保などの提供体制の充実を盛り込んだ「宮古市第二期

子ども・子育て支援事業計画」（以降「本計画」という。）を策定しました。 

本計画では、「幼児教育の無償化」等の少子化対策を確実に実施できるよう、次世代育

成支援対策推進法による関連する諸制度の施策と連携し、また、「宮古市こども条例（仮

称）」や「持続可能な開発目標（SDGs）」の取り組みとの整合を図りながら、本市市内

に居住する子どもやその家族を含め、全ての子どもに対し、「子どもの最善の利益」が実

現できる事業展開を図り、身近な地域において質の高い教育・保育および地域子ども・

子育て支援事業を計画的に推進し実施することとしました。 
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２ 計画の位置づけ 

この計画は、「子ども・子育て支援法」第61条第１項に基づく計画として、国の定め

た基本指針に即して策定するものであり、本市がこれまで取り組んできた『宮古市次世

代育成支援行動計画後期計画』を踏まえたものとしています。 

また、2019（令和元）年６月に改正された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

により、市町村においても地域の実情を踏まえた子どもの貧困対策についての計画を策定

するよう努めることとされたことから、子どもの貧困対策推進計画も兼ねて、今後、子ど

も・子育てのための支援を総合的・一体的に推進するための計画として位置づけます。 

 

３ 他計画との関係 

本計画を策定するにあたって、市の将来像やまちづくりの基本的な指針となる「宮古

市総合計画」および上位計画である「宮古市地域福祉計画」との整合性を図るよう努め

ました。 

■ 他計画との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

国 
 

◇子ども・子育て関連３法 
◇少子化社会対策基本法 
◇次世代育成支援対策推進法 
◇児童福祉法 

 

岩手県 

◇子ども・子育て 
支援事業計画 

◇健康いわて２１プラン 
◇岩手県障がい者プラン 
（岩手県障がい福祉計画） 

宮古市総合計画 

宮古市地域福祉計画 

▼
宮
古
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・ 

介
護
保
険
事
業
計
画 

 

▼
宮
古
市
障
が
い
者
・
障
が
い
児 

福
祉
計
画 

 

▼
宮
古
市
健
康
増
進
計
画 

 

▼
宮
古
市
子
ど
も
・
子
育
て 

支
援
事
業
計
画 

整合性に留意 

・宮古市教育振興基本計画 

・宮古市男女共同参画基本計画 
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４ 計画の実施期間 

本計画の期間は、法に基づき2020（令和２）年度から2024（令和６）年度までの

５年間とし、2019（令和元）年度に策定しました。 

■ 計画期間 

2015（平成 27）～2019（令和元）年度 2020（令和２）～2024（令和６）年度 

          

          

          

          

 

５ 制度改正等のポイント 

（１）子ども・子育て支援法の改正 

2018（平成30）年４月１日施行の「子ども・子育て支援法一部改正」により、保

育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き

上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てる

こととする等の措置を講じました。 

2019（令和元）年５月10日には「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」

が成立したことにより、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家

庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育・保育等を行

う施設等の利用に関する給付制度の創設等の措置を講じることとなりました。 

① 2016（平成28）年の一部改正 

国主体の「仕事・子育て両立支援事業」を創設するとともに、事業主拠出金の率の

引き上げ等。 

② 2018（平成30）年の一部改正 

子どものための教育・保育給付の費用の一部への拠出金を充当させるとともに、待

機児童解消のため「子育て安心プラン」を前倒しし、保育の受け皿確保としての保育

充実事業を規定。 

③ 2019（令和元）年の一部改正（幼児教育・保育の無償化に係る改正） 

子ども・子育て支援の内容および水準について、全ての子どもが健やかに成長する

ように支援するものであって、良質かつ適切なものであることに加え、子どもの保護

者の経済的負担の軽減に適切に配慮されたものとする旨を基本理念に追加するととも

に、子育てのための施設等利用給付を創設。  

… 

宮古市 
子ども・子育て支援事業計画 

宮古市 第二期 
子ども・子育て支援事業計画 

… 
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（２）基本指針の改正に係る留意事項 

制度の施行状況や関連施策の動向を反映させるため、以下の４点が追加されました。 

① 幼児教育アドバイザーの配置・確保 

幼児教育・保育の質の向上に資するよう、市町村は教育・保育に関する専門性を有

する指導主事・幼児教育アドバイザーの配置・確保等に努めること。 

② 幼稚園や保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望への対応 

幼稚園の利用希望または保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望に対応でき

るよう、市町村等は適切に量を見込み、確保の内容についても公立幼稚園の入園対象

年齢の引下げ等も含め検討すること。 

③ 外国につながる幼児への支援・配慮 

国際化の進展に伴って外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、幼児

が円滑な教育・保育等の利用ができるよう、市町村等は保護者および教育・保育施設

等に対し必要な支援を行うこと。 

④ 地域子ども・子育て支援事業の見込量等 

・子育て短期支援事業の量の見込みは、ニーズ調査の結果に加え、市町村における児

童虐待相談等から、本事業の活用が想定される数を算出し、量の見込みに加えるな

ど適切な補正を行うこと。 

・利用者支援事業の見込みは、地域子育て支援拠点事業における量の見込みや、子育

て世代包括支援センターの設置を見据えた見込みとなるよう留意すること。 

・放課後児童健全育成事業の見込みは、可能な限り学年ごとに量の見込みを算出する

こと。 
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６ 全ての子どもの権利を保障する社会的養育支援の構築 

2016（平成28）年６月の児童福祉法の改正によって、「全て児童は、児童の権利に

関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛

され、保護されること、その心身の健やかな成長および発達並びにその自立が図られる

ことその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」ことが基本理念として位置づけ

られ、その上で、国民、保護者、国・地方公共団体が支える形で、児童の福祉が保障さ

れる旨が明確化されました。 

本市では、2020（令和２）年度に子ども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援セ

ンターを設置し、支援が必要な児童等についての実情の把握や関係機関の調整など、母

子保健や福祉部門等が相互に連携を図りながら、児童虐待等の深刻な事案に至らないよ

う対応を図ります。また、貧困の世代間連鎖を絶つための子どもの貧困対策の推進や、

親の妊娠・出産期からの切れ目のない支援など、全ての子どもが権利の主体として、最

善の利益が尊重されるよう、社会的養育支援体制の構築を図っていきます。 

 

７ 計画の策定体制と市民意見の反映 

本計画の策定体制としては、「宮古市子ども・子育て会議」を設置し、地域の関係者や

一般公募から選ばれた市民代表者を委員として委嘱しました。委員からは計画策定に対

する意見を求めるとともに、計画策定に必要な検討課題に関する審議結果を計画に反映

しました。 

また、本市の子育て支援等に関わるニーズの把握のため、2019（平成31）年２月に

子育て中の保護者を対象としたアンケート形式のニーズ調査を行いました。その調査結

果から得られた子育ての現状や今後の子育て支援に係る意向等は、新たなサービスの目

標事業量等の設定や子育て支援施策推進の検討資料として活用しました。計画書（最終

案）ができた段階においてパブリックコメントを行い、市民から得られた計画最終案に

対する意見等を精査しながら会議で協議・考察した上で、必要に応じて市民の意見を計

画書に反映するように努めました。 

■ 計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

  

運営事務 

子ども・子育て会議 

（審議等機関） 

市（計画決定・実施機関） 

住民 
関係団体 
事業者  等 

こども課 

（事務局） 

庁内関連部署 

意見 
反映 

資料 
提供 

調整・連携 
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８ 県や近隣市町村との連携 

子ども・子育て支援事業のニーズ量の設定や確保策については、市民の必要なニーズ

量が確保できるよう、庁内の関係部署が近隣市町村と協議・調整を行いながら、相互に

連携を図りました。また、近隣市町村間で協議・調整を進めていく上で、県が中心とな

り、必要に応じて広域調整を行うことになっているため、県からは恒常的な情報交換や

必要な環境の整備等の支援を受けました。 

子ども・子育て支援の実施にあたっては、市民が希望するサービスを利用できるよう、

地域の資源を有効に活用し、地域の実情に応じた市町村域を超えたサービスの利用や、

個々のサービスの特性に留意する必要があるため、近隣市町村や保育事業者等との連携

と協働に努めて、それぞれの役割分担を行いながら円滑な推進を図ります。 
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第２章 子ども・子育て環境の現状 

１ 人口と子ども人口の状況 

（１）子ども人口等の推移 

本市の総人口は2005（平成17）年以降、減少し続けています。また、３階級別人

口をみると、老年人口（65歳以上）は2013（平成25）年から2017（平成29）年

までは増加しているものの、2018（平成30）年以降は減少傾向、生産年齢人口（15

～64歳）、年少人口（０～14歳）はともに2005（平成17）年以降、減少し続けて

います。 

■ ３階級別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日） 

 

子どものうち０～11歳人口は、2010（平成22）年以降は減少傾向にあり、総人

口に対する割合も低下しています。 

■ 子ども人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※児童（0～11 歳）の割合は総人口に占める児童の割合 

資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日）  
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38,448
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17,397 
18,381 18,164 17,870 18,314 18,709 19,004 19,215 19,332 19,317 19,270 

64,325
60,548 59,636 58,318 57,462 56,882 56,331 55,521 54,573 53,545 52,379
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45,000

60,000

75,000
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０～14歳 15～64歳 65歳～
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338 387 353 347 361 372 335 299 301

412 343 397 368 353 366 364 329 299

437 396 344 389 367 346 376 358 327

440 435 385 343 393 378 352 375 356

450 438 420 378 347 396 361 345 364

420 440
435 417 371 351 388 364 334

2,497 2,439
2,334 2,242 2,192 2,209 2,176

2,070 1,981

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

（人）

さらに就学前児童（０～５歳）の１歳階級別人口の推移をみると、2011（平成23）

年から2019（平成31）年にかけて、いずれの年齢も100人前後減少し、全体では

516人（20.7％）減少しています。このように各年齢ともに減少傾向にあることから

今後も児童数の減少は続くものと見込まれます。 

■ ０～５歳児の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日） 

 

（２）合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は、2005（平成17）年以降1.4～1.8台で推移し、また、

ほとんどの年で全国・県より高い水準となっています。 

■ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県の人口動態統計 
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２ 子育て世帯の状況 

（１）子育て世帯の推移 

2005（平成17）年から2015（平成27）年の子育て世帯の推移をみると、一般

世帯はほぼ横ばい、６歳未満親族のいる世帯、18歳未満親族のいる世帯はともに減少

しています。 

■ 子育て世帯（18歳未満の子どもがいる世帯）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

また、６歳未満親族のいるひとり親世帯の推移をみると、母子世帯は2005（平成

17）年から2010（平成22）年では減少し、その後2015（平成27）年までは横ば

いとなっています。一方、父子世帯は2005（平成17）年以降横ばい状況にあります。 

■ ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（２）子育て世帯の子どもの人数と主な保護者の状況 

調査結果から子育て世帯の子どもの人数をみると、就学前児童の世帯では「２人」、

「１人」、「３人」の順、小学生の世帯では「２人」、「３人」、「１人」の順とな

り、「２人」以上の世帯の割合は、就学前児童で69.7％、小学生で84.3％と小学生

の世帯が14.6
ポイ

ント高くなっています。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、就学前児童・小学生ともに、子育て世帯の子ども

の人数は５年間で大きな変化はない状況です。 

■ 子育て世帯の子ども人数 

 《Ｈ25調査（就学前児童）》 《Ｈ30調査（就学前児童）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《Ｈ25調査（小学生）》 《Ｈ30調査（小学生）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 
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２人
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４人

4.7%
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0.9%

無回答
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３人
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n=1,007

１人
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２人

47.7%

３人
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４人
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５人
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６人以上

0.8%

無回答

1.2%

小学生

n= 503

１人

11.1%

２人

46.1%
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27.3%

４人

7.7%

５人

2.6%

６人以上

0.6%
無回答
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小学生
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53.1

43.5

0.3

2.1

0.8

0.2

50.8 

45.6 

0.5 

1.9 

0.9 

0.3 

0% 25% 50% 75% 100%

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

Ｈ25調査

n=1,099

Ｈ30調査

n=1,007

58.3

37.6

0.6

2.6

0.4

0.6

58.6 

37.5 

0.4 

1.5 

1.3 

0.6 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=503

Ｈ30調査

n=469

家庭で主に子育てを行っている方をみると、就学前児童・小学生ともに「父母とも

に」（50.8％・58.6％）と回答した割合が最も高く、次いで「主に母親」（45.6％・

37.5％）となっています。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、就学前児童・小学生ともに大きな変化はない状況

です。 

■ 主な保護者の状況 

 《就学前児童》 《小学生》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 
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親族や知人による子育ての協力状況をみると、協力者が「いずれもいない」と回答

した割合は、就学前児童が14.0％、小学生が9.0％であることから、大半は周囲の協

力を得られている状況です。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、就学前児童では「日常的に祖父母等の親族にみて

もらえる」と回答した割合が3.8
ポイ

ント低くなり、一方、協力者が「いずれもいない」と回

答した割合は2.1
ポイ

ント高くなっています。就学前児童では、５年前より緊急時にみてくれ

る親族がいる割合は高くなっているものの、それ以外ではみてもらいにくい状況がう

かがえます。 

■ 親族・知人による子育ての協力状況 

 《就学前児童》 《小学生》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 
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３ 保護者の就労・育児休業制度利用の状況 

（１）就業率の推移 

本市の15歳以上の就業率をみると、2010（平成22）年まで男性の就業率は低下、

その後2015（平成27）年には上昇しています。一方、女性はほぼ横ばい状況です。

2015（平成27）年に男性の就業率上がっている要因として、近年定年後の男性の就

業率が上がっていることが考えられます。 

■ 男女別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

女性の年齢別労働力率をみると、2005（平成17）年は20～24歳と45～49歳を

ダブルピークとするＭ字カーブを描いています。これは、女性の結婚前と子どもの育

児（子育て）期間終了後に上昇するものでありますが、2010（平成22）年・2015

（平成27）年ではＭ字カーブは現れていないことから、ライフスタイルの変化がうか

がえます。 

■ 女性の年齢別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、

現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

（２）母親の就労状況 

母親の就労状況をみると、「フルタイムで就労している」「パート・アルバイト等

で就労している」を合わせた現在就労している方は、就学前児童で69.0％、小学生で

78.8％となっています。そのうち産休・育休・介護休業を取得中の方は、就学前児童

で16.5％、小学生では3.9％となっています。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、就労している母親の割合は、就学前児童では10.0
ポイ

ント、

小学生では6.4
ポイ

ント高くなっています。また、産休・育休・介護休業を取得中の母親の割

合も就学前児童では5.3
ポイ

ント高くなっています。 

■ 母親の就労状況 
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就学前児童 
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母親の１週当たりの就労日数をみると、就学前児童・小学生ともに「５日」（78.2％・

74.5％）が最も高くなっています。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、週に「５日」働いている母親の割合は、就学前児

童・小学生ともに6.1
ポイ

ント高くなっています。 

■ 母親の就労日数（１週当たり） 
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0.6 1.1 2.2
5.9

72.1

16.8

1.40.0 0.7 1.7
5.5

78.2

13.0

0.9

0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

Ｈ25調査

n=649

Ｈ30調査

n=694

就学前児童 

1.1 0.5 0.8
5.5

68.4

22.5

1.10.3 1.6 2.2
7.9

74.5

13.6

0.0

0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

Ｈ25調査

n=364

Ｈ30調査

n=369

小学生 



 

宮古市 
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母親の出勤時間は、就学前児童では「８時台」（40.3％）、「７時台」（37.6％）

の順、小学生では「７時台」（40.4％）、「８時台」（37.4％）の順となっていま

す。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、就学前児童では「７時台」に出勤する母親の割合

が4.9
ポイ

ント低くなり、「８時台」が11.5
ポイ

ント高くなっています。また、小学生でも「７時

台」に出勤する母親の割合は若干低くなり、「８時台」が6.4
ポイ

ント高くなっています。 

■ 母親の出勤時間 
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1.1 2.6

42.5

28.8

11.9
4.9

8.2

0.6 2.0

37.6 40.3

8.1
4.0

7.3

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答

Ｈ25調査

n=649

Ｈ30調査

n=694

就学前児童 

0.8 1.4

40.9

31.0

11.0
4.7

10.2

0.3 1.9

40.4 37.4

10.3
3.5 6.2

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答

Ｈ25調査

n=364

Ｈ30調査

n=369

小学生 
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母親の帰宅時間は、就学前児童・小学生ともに「18～19時台」（41.4％・36.9％）

が最も高く、次いで「16～17時台」（36.5％・35.0％）となっています。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、就学前児童では「16～17時台」が9.2
ポイ

ント高くな

っているものの、それ以外の時間帯は前回を下回っています。一方、小学生は「12～

19時台」でやや高くなっているものの、大きな変化はない状況です。 

■ 母親の帰宅時間 
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3.9
10.6

27.3

45.8

3.5 0.9
8.0

2.2
9.5

36.5
41.4

2.3 0.9
7.3

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15

時台

16～17

時台

18～19

時台

20～21

時台

22時以降 無回答

Ｈ25調査

n=649

Ｈ30調査

n=694

就学前児童 

6.3
10.7

31.0
35.7

4.7
1.4

10.2
4.9

13.6

35.0 36.9

3.0 0.0
6.8

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15

時台

16～17

時台

18～19

時台

20～21

時台

22時以降 無回答

Ｈ25調査

n=364

Ｈ30調査

n=369

小学生 
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24.2 

23.3 

36.3 

43.5 

23.3 

24.3 

16.2 

9.0 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=438

Ｈ30調査

n=301

子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の

子どもが□□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、

もしくは１年以内に

就労したい

無回答

27.2 

27.8 

27.2 

28.9 

28.0 

34.4 

17.6 

8.9 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=125

Ｈ30調査

n= 90

子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の

子どもが□□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、

もしくは１年以内に

就労したい

無回答

現在就労していない母親の今後の就労意向をみると、就学前児童では「１年より先、

一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい」（43.5％）、小学生では「すぐ

にでも、もしくは１年以内に就労したい」（34.4％）の割合が最も高くなっています。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、「１年より先、一番下の子どもが□□歳になった

ころに就労したい」と「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」を合わせた割

合は、就学前児童が8.2 
ポイ

ント、小学生が8.1 
ポイ

ント高くなり、就労を希望する母親の割合が

高くなっています。 

■ 就労していない母親の今後の就労意向 
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45.6 

40.9 

33.3 

41.9 

18.4 

14.9 

2.7 

2.3 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=1,099

Ｈ30調査

n=1,007

働いていなかった 取得した

（取得中である）

取得して

いない

無回答

1.5 

0.6 

1.3 

2.9 

81.3 

86.4 

15.9 

10.1 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=1,099

Ｈ30調査

n=1,007

働いていなかった 取得した

（取得中である）

取得して

いない

無回答

（３）育児休業制度利用の状況 

育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は41.9％、

一方、父親は2.9％となっています。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、「取得した（取得中である）」母親は8.6
ポイ

ント、父

親は1.6
ポイ

ント高くなっています。 

■ 育児休業制度の利用状況 
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就学前児童（父親） 
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0.0 

8.6 
13.9 

7.9 

46.2 

9.4 
4.9 4.9 

1.5 2.6 0.0 
5.0 

8.2 
11.0 

44.1 

15.3 

6.0 6.8 
2.5 1.1 

0%

25%

50%

75%

100%

0か月 1～

3か月

4～

6か月

7～

9か月

10～

12か月

13～

15か月

16～

18か月

19～

30か月

31か月

以上

無回答

Ｈ25調査

n=266

Ｈ30調査

n=281

29.7 

29.5 

28.9 

37.0 

37.2 

32.0 

4.1 

1.4 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=266

Ｈ30調査

n=281

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった、

もともと短時間勤務だった）

利用した 利用したかったが、

利用しなかった

（利用できなかった）

無回答

母親が育児休業から復帰したときの子どもの月齢をみると、「10～12か月」

（44.1％）の割合が最も高く、次いで「13～15か月」（15.3％）、「７～９か月」

（11.0％）となっています。 

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「10～12か月」は2.1
ポイ

ント低くなっているも

のの、「13～15か月」は5.9
ポイ

ント高くなっていることから、育児休業の取得期間が長く

なっている現状がうかがえます。 

■ 育児休業から復帰したときの子どもの月齢 
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職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況をみると、「利用した」母親は37.0%

となり、前回調査と比較すると、8.1
ポイ

ント高くなっています。 

■ 職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況 
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就学前児童（母親） 

就学前児童（母親） 
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52.7 

30.3 

48.7 

6.5 

15.8 

4.5 

3.0 

5.6 

3.4 

0.9 

3.0 

11.1 

1.2 

2.2 

40.2 

27.6 

46.0 

10.4 

44.1 

3.7 

3.9 

5.2 

1.7 

0.3 

3.5 

7.1 

0.6 

2.8 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=1,099

Ｈ30調査

n=1,007

61.0 

66.7 

37.4 

32.0 

1.6 

1.3 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=1,099

Ｈ30調査

n=1,007

利用している 利用していない 無回答

38.2 

13.4 

47.9 

6.7 

0.4 

****

0.0 

4.0 

****

0.9 

0.0 

1.2 

1.0 

0.1 

14.1 

9.5 

40.5 

8.8 

30.2 

**** 

0.4 

4.5 

****

0.6 

0.0 

0.1 

1.3 

0.4 

0% 25% 50% 75% 100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（園）

保育所（川井地区）、児童館

認定こども園

小規模保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

Ｈ25調査

n=670

Ｈ30調査

n=672

４ 子育て支援事業の利用状況 

（１）定期的な教育・保育事業の利用状況 

定期的な教育・保育事業を「利用している」就学前児童は66.7％となっています。

利用している教育・保育事業は、「認可保育所（園）」が40.5％、次いで「認定こど

も園」が30.2％となっています。 

また、実際の利用と利用希望との差をみると、「幼稚園」が26.1
ポイ

ント、「幼稚園の預

かり保育」が18.1
ポイ

ント、「認定こども園」が13.9
ポイ

ントと、いずれも希望が高い状況です。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、定期的な教育・保育事業の利用割合は5.7
ポイ

ント高く

なっています。また、利用している教育・保育事業は「幼稚園」から「認定こども園」

に移行しています。 

■ 定期的な教育・保育事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 
 

 ■ 利用している定期的な教育・保育事業 ■ 利用を希望する定期的な教育・保育事業 
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62.2 

65.4 

4.6 

1.0 

1.9 

0.0 

2.1 

2.4 

60.7 

75.3 

5.2 

0.9 

1.5 

0.0 

2.4 

1.2 

0% 25% 50% 75% 100%

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方に就労予定がある／求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを介護している

子育てをしている方に病気や障害がある

子育てをしている方が学生である

その他

無回答

Ｈ25調査

n=670

Ｈ30調査

n=672

（２）定期的な教育・保育事業の利用理由と未利用理由 

平日に定期的な教育・保育事業を利用している理由は、「子育てをしている方が現

在就労している」（75.3％）割合が最も高く、次いで「子どもの教育や発達のため」

（60.7％）となっています。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、「子育てをしている方が現在就労している」と回

答した割合が9.9
ポイ

ント高くなっています。 

■ 平日に教育・保育事業を利用している理由 
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35.8 

14.6 

0.2 

10.7 

7.8 

1.9 

2.7 

52.1 

14.4 

2.2 

46.3 

9.6 

0.0 

11.2 

4.3 

1.2 

1.9 

48.8 

10.6 

1.6 

0% 25% 50% 75% 100%

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、

納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

（□歳くらいになったら利用しようと考えている）

その他

無回答

Ｈ25調査

n=411

Ｈ30調査

n=322

０歳

0.5%

１歳

16.8%
２歳

5.6%

３歳

58.9%

４歳

13.1%

５歳

1.9%

無回答

3.3%

就学前児童

n=214

０歳

1.3%

１歳

25.5%

２歳

7.6%
３歳

47.8%

４歳

9.6%

５歳

1.9%

無回答

6.4%

就学前児童

n=157

利用していない理由は、「子どもがまだ小さいため」（48.8％）、「利用する必要

がない」（46.3％）の割合が高くなっています。また、「子どもがまだ小さいため」

と回答した方のうち47.8％は、「３歳」での利用を希望しています。 

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「利用する必要がない」と回答した割合は

10.5
ポイ

ント高くなっています。また、「利用したいが、経済的な理由で事業を利用できな

い」と回答した割合は3.5
ポイ

ント低くなっています。 

■ 教育・保育事業を利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 利用を希望する子どもの年齢  

 《Ｈ25調査》 《Ｈ30調査》 
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５ 施策の進捗評価 

宮古市子ども・子育て支援事業計画は、４つの基本目標と10の基本方向並びに131

の事業により構成され、その結果として「目標達成」は36事業（27.5％）、「推進でき

た」は48事業（36.6％）、「実施中」は44事業（33.6％）、「未実施」は３事業（2.3％）

という進捗評価となりました。 

未実施だった事業は、基本目標Ⅰの「基本方向（２）子育てと就労や社会参加の両立

支援」の中の「乳児保育」「夜間保育」「休日保育」の３事業でした。 

■ 第一期計画における施策の進捗評価 

施策名 事業数 
目標 
達成 

推進 
できた 

実施中 
見直し
が必要 

未実施 

計画全体 131 36 48 44 0 3 

基本目標Ⅰ 安心して子どもを産み育て
られる環境づくり 

62 24 10 25 0 3 

 (1)親と子の健康保持・増進 12 1 0 11 0 0 

 
(2)子育てと就労や社会参加の両立 

支援 
14 6 1 4 0 3 

 (3)子育て中の家庭への支援 27 14 8 5 0 0 

 (4)子育てしやすい生活環境の整備 9 3 1 5 0 0 

基本目標Ⅱ 子どもの健やかな成長を支
える環境づくり 

31 7 18 6 0 0 

 (1)子どもの健全育成 14 0 9 5 0 0 

 
(2)子どもがのびのびと成長できる 

環境の整備 
17 7 9 1 0 0 

基本目標Ⅲ 子どもも親も共に学び成長
していける環境づくり 

14 0 9 5 0 0 

 (1)家庭や地域の教育力の向上 10 0 6 4 0 0 

 (2)次代を担う若い世代への支援 4 0 3 1 0 0 

基本目標Ⅳ 保護や支援が必要な子ども
や家庭を支える環境づくり 

24 5 11 8 0 0 

 (1)子どもを支える取り組みの充実 15 3 7 5 0 0 

 (2)家庭を支える取り組みの充実 9 2 4 3 0 0 
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６ 本市における子育て支援に関する課題 

本計画の策定にあたっては、ニーズ調査の結果や「宮古市第一期子ども・子育て支援

事業計画」の施策進捗評価に基づき課題を５つに分類しました。これらの課題を解決す

るための施策を優先的に推進します。 

課題１ ニーズに対応した教育・保育施設の整備 

平日の定期的な教育・保育事業を「利用している」保護者は66.7％、「利用してい

ない」保護者は32.0％となっています。利用していない理由としては、「子どもがま

だ小さいため」（48.8%）が最も多く、そのうち利用を希望する子供の年齢として８

割以上の保護者が「０～３歳」までには預けることを希望しています。また、「利用

する必要が無い」は46.3%となっています。 

また、母親の就労状況をみると、「フルタイムで就労している」と「パート・アルバ

イト等で就労している」を合わせた就労割合は、就学前児童保護者（69.0％）、小学

生保護者（78.8％）の状況です。2013（平成25）年度の前回調査と比較すると、

就労している母親の割合は就学前児童で10.0
ポイ

ント、小学生で6.4
ポイ

ント高くなっています。 

以上の結果から、教育・保育事業利用者だけでなく、子どもを家庭で育てようとす

る保護者のニーズや支援についても、調査・検討していく必要があります。また、幼

児教育・保育の無償化による影響も考慮し、利用増加を見込んだ教育・保育事業の確

保に向けた取り組みが必要になります。 

課題２ 相談体制の充実 

就学前児童の保護者の９割以上は子育てに関して周囲の協力者が得られていますが、

祖父母等の親族にみてもらえるケースでもそのうち２割前後の保護者が「時間的制約や

精神的な負担が大きく心配である」と回答しています。また日常的および緊急時等にも

親族・知人等の協力が得られない、孤立した子育て環境にいる就学前児童保護者は

14.0％、小学生保護者は9.0％となっています。 

気軽に相談できる相手の有無をみると、相手が「いる/ある」が91.3％となっていま

すが、公的機関が設置している相談窓口（相手）の状況をみると、「保健所・保健セン

ター」（10.7％）、「子育て支援施設・ＮＰＯ」（6.6％）、「市の子育て関連担当窓口」

（1.2％）、「児童厚生員」（0.8％）は１割前後となっています。孤立した育児環境にあ

る家庭に対して、個々のニーズに対応した支援の手を差し伸べるとともに、安心できる

育児環境、相談体制への取り組みが必要となります。 
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課題3 学童の家（学童保育）の充実 

「学童の家（学童保育）」に関する保護者の利用希望をみると、小学校低学年の時期

の利用は就学前児童で50.0％、小学生で40.3％、小学校高学年の時期の利用では、就

学前児童で35.1％、小学生で34.1％となり、子どもの放課後の安全な過ごし方として、

一定の役割を担っています。今後も子どもの成長に繋がる事業として、保護者のニーズ

を反映しながら、よりよい事業内容への改善、環境・運営の整備を図り、さらに充実し

ていくことが求められます。 

課題4 地域子育て支援事業の充実、利用促進 

地域子育て支援拠点事業の主な利用対象者となる、定期的な教育・保育事業を「利用

していない」方における利用割合は 33.2％となっています。また、地域子育て支援事

業を「利用している」と回答した方のうち、44.0％は定期的な教育・保育事業を利用

しているため、両事業を併用している割合も高い状況となっており、定期的な教育・保

育事業の利用者および未利用者とも、一定の利用ニーズは満たしているものと考えられ

ます。今後は、教育・保育施設との連携や相談機能の充実および、さらなる利用促進を

図ることが求められます。 

課題5 ワーク・ライフ・バランスの啓発 

お子さんが生まれた時に「働いていなかった」と回答した方を除いた就労者のうち、

育児休業を取得または取得中の母親は70.9％、父親は2.9％の状況となっており、前

回調査と比較すると、母親は9.7
ポイ

ント増加し、父親は1.6
ポイ

ントの微増に留まっています。職

場復帰時に「短時間勤務制度」を利用した母親は37.0％、父親は7.1％でした。利用

しなかった理由としては、「職場に取りにくい雰囲気があった」「仕事が忙しかった」

「給与が減額される」の順にあげています。 

以上の結果から、雇用および経済面において、安心して出産・育児ができる職場環

境の整備と公的支援制度の周知・普及を図るとともに、不安なく利用できる事業体

制・運営となるようにさらなる改善をしていく必要があります。また、父親の育児休

業取得率の向上を目指し、育児に対する意識の改革や取得しやすい職場環境の整備、

父親の育児参加の促進を進める必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念等 
 

《 基本理念 》 

 

 

 

 

 

子どもは、私たちに喜びや活力を与えてくれるかけがえのない宝であり、将来の社会

を担う大きな希望です。全ての子どもが愛され健やかに成長するように支援することが

必要です。 

少子化や核家族化の進行など、子育てを取り巻く環境は変化してきていますが、だれ

もが子育てに夢と喜びを感じることができ、また、安心して子育てしやすい、良質かつ

適切な環境づくりを行うことが重要です。 

子育ては、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任をもつという基本的

な認識の下に、次代を担う子どもたちを育むため、保護者の経済的負担の軽減に適切に

配慮された支援をしていく体制づくりが必要であり、家族の豊かな愛情のもとで、子ど

もが健やかに育っていける環境づくりを総合的に進めていくことが必要です。 

 

２ 子どもの権利の尊重 

本市では、全ての子どもが、宮古の豊かな自然と家庭や地域の愛情に包まれながら夢

と希望を持って健やかに成長すること、地域社会の一員として「ふるさと宮古」に愛着

と誇りを持てるようになることを願い、日本国憲法や児童の権利に関する条約、児童福

祉法の理念に基づき、「宮古市子ども条例（仮称）」の制定を予定しています。 

この条例により、全ての大人が力を合わせて子どもの健やかな成長を支え、安心して

子どもを産み育てることができる「ふるさと宮古」の実現を目指していきます。 

  

子どもたちの健やかな成長のため、 

みんなが安心して子育て出来るまちづくり 
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３ 計画の基本目標 

基本目標Ⅰ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

○親と子の健康づくりに関わる相談や健康診査、保健指導、医療体制などを充実し、安

全な妊娠・出産から子どもの心身の健やかな発達の支援に向けた取り組みを充実して

いきます。 

○全ての子育て家庭が安心して子育てができるように、多様な保育ニーズに応えるよう

子育て支援の基盤整備をはじめきめ細かな子育て支援サービスの充実を図ります。 

○育児に不安や困難を感じている保護者への支援について、関係機関が連携し、早期に

負担軽減を図ることができるよう適切な支援を実施します。 

○子育て家庭に対する保育料や医療費負担を軽減するための支援など経済的な支援対

策を継続し、子どもを安心して育てることができる環境づくりを推進します。 

基本目標Ⅱ 子どもの健やかな成長を支える環境づくり 

○次代を担う子どもたちの健やかな成長のために、地域が一体となって子育てを支援す

る環境づくりを進めていくとともに、思春期教育等を通して、自他の生命尊重等道徳

性を養い豊かな心を醸成します。 

○子どもたちの生きる力、豊かな心、健やかな体を育むことを目的として、学校教育に

おける創意工夫ある教育課程を推進し、また、地域における豊かな自然を活用した体

験学習や、伝統文化の学習体験の実施に取り組みます。 

基本目標Ⅲ 子どもも親も共に学び成長していける環境づくり 

○子どもの健やかな成長を育むために、基本的な生活習慣の確立や社会のルールなど家

庭の教育力の向上を図り、子育てに関する情報提供や親同士の交流、地域との交流な

ど様々な機会や体験を通じて親子がともに学べる機会を提供します。 

○次代の親の育成のために、乳幼児とのふれ合いを体験する機会を提供します。また、

父親も含めた子育てに関する幅広い学習機会の充実を図り、家庭の教育力を伸ばすと

ともに地域における教育力の向上を図り親と子の健やかな成長を支援します。 

基本目標Ⅳ 保護や支援が必要な子どもや家庭を支える環境づくり 

○保護や支援を要する子ども・家庭について、関係機関との連携を図り、早期発見や必

要な支援を実施する取り組みを進めます。 

○災害により被災した子どもに対し、関係機関と連携し、子どもの心に寄り添った支援

を推進します。 

○障がいのある子どもや発達が気になる子どもの健やかな成長のために、早期発見や相

談体制の充実を図るとともに、関係機関によるネットワークづくりを推進します。 

○ひとり親家庭など支援を必要とする家庭について、相談体制の充実を図り、それぞれ

の家庭に合わせたきめ細かな支援を進めます。 
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４ 施策の体系図 

《基本理念》 《基本目標》 《基本方向》 
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基本目標Ⅰ 
 

安心して子どもを 

産み育てられる 

環境づくり 

基本方向（１）親と子の健康保持・増進 
１）母子保健医療の充実 
 

基本方向（２）子育てと就労や社会参加の両立支援 
１）保育サービスの充実 

２）就労環境の整備 
 

基本方向（３）子育て中の家庭への支援 
１）子育て支援の体制づくり 

２）相談・情報提供体制の充実 

３）教育・保育の提供体制の充実 

４）経済的負担の軽減 
 

基本方向（４）子育てしやすい生活環境の整備 
１）子育てにやさしいまちづくり 

基本目標Ⅱ 
 

子どもの健やかな 

成長を支える 

環境づくり 

基本方向（１）子どもの健全育成 
１）健全育成活動の推進 

２）思春期対策の推進 
 

基本方向（２）子どもがのびのびと成長できる環境の
整備 

１）豊かな人間性を育む教育の推進 

２）豊かな自然や伝統文化体験の充実 

３）子どもの居場所づくりの推進 

基本方向（１）家庭や地域の教育力の向上 
１）子育てに関する学習機会の充実 

２）地域の教育力の向上 
 

基本方向（２）次代を担う若い世代への支援 
１）次代の親の育成支援の充実 

２）世代間交流の推進 

基本目標Ⅲ 
 

子どもも親も共に 

学び成長していける 

環境づくり 

基本方向（１）子どもを支える取り組みの充実 
１）保護や支援を要する子どもへの取り組みの推進 

２）障がいのある子どもへの支援の充実 

３）発達が気になる子どもへの支援の充実 
 

基本方向（２）家庭を支える取り組みの充実 
１）支援を要する家庭への取り組みの推進 

基本目標Ⅳ 
 

保護や支援が必要な 

子どもや家庭を 

支える環境づくり 


